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仕 様 書 

 

1 目的 

この業務は、国家公務員共済組合法第 98 条に規定する「健康管理及び疾病の予防に係る組合

員等の自助努力についての支援」として国家公務員共済組合連合会（以下「連合会」）が実施する

健康増進支援事業（以下「事業」）において、自身の体の状況を認識して健康維持・増進のための

健康活動を行うきっかけ作り及び継続への意欲醸成並びに事業への登録者増加を目的に企画す

る体組成測定会（以下「測定会」）の実施にあたって必要となるサービスの提供を行うものである。 

なお、業務の実施にあたっては、事務負担及び費用負担の面で効率的・効果的なものとする必

要があるのみならず、測定会参加者に対する丁寧な対応についても十分留意するものとする。 

 

2 契約期間 

契約締結日から令和 9年 3月 31日まで 

 

3 提供内容及び要件等 

(1) サービスの提供 

全国各地で開催する測定会の実施にあたり必要となる次に掲げるサービスを提供するととも

に当該サービス提供要員（※）を派遣すること。なお、各測定会の実施企画については連合会

が行うものとするが、個別実施にあたっての詳細オペレーションについては、連合会担当者と

共同して各会場提供主体と調整を図ることとする。 

① 測定会会場の設営及び撤去 

② 測定会実施施設内における同施設管理者の許可を得た範囲内での測定会参加勧誘及び会場

内案内 

③ 連合会が提供する業務用体組成計等を使用した体組成の測定 

④ 「③」に関する被測定者への測定結果説明及び健康維持・増進に向けたアドバイスの実施 

⑤ 事業未登録者に対する事業紹介及び事業参加勧奨登録 

⑥ 測定会実施に伴う広報資料作成及び配布 

⑦ 測定会実施に必要となる消毒用アルコールスプレーや清掃用具等の消耗品の提供 

⑧ 測定会実施に必要となる資材の保管及び測定会会場への搬出入 

※ サービス提供要員のうち「3(1)④」を実施する者については、スポーツクラブでのインスト

ラクター経験者、看護師、管理栄養士若しくは栄養士の資格を有する者又はこれらの者に準

ずる知識（運動生理学、栄養学等）を有するものであること。 

(2) 参加対象者 

各実施会場で勤務する共済組合員及びその被扶養者 

(3) 実施回数等 

① 契約期間各年度ごとに地方開催を 6 ヶ所程度、東京都霞が関近辺を 14 ヶ所程度の計 20 回

程度を想定する。 

なお、具体的な開催日程及び開催場所については、当該年度の開始までに連合会より別途

指示を行い、「4（1）契約金額（上限）」の範囲内での調整の上、決定する。 

② 開催場所は連合会が決定する。 

③ 開催にあたっては現場管理及び会場内案内要員として、1〜2名程度の連合会職員が現地参

加を必須とする。 
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【参考】令和 5年度開催実績 ※「投入人数」には、連合会職員を含む。    （単位：人） 

  開催日 開催時間 共済組合名 
投入

人数 
測定人数 

1 6/16 09：30-16：00 造幣局さいたま支局（さいたま新都心）  9（4） 56 

2 6/29 11：30-13：30 参議院共済組合（東京都） 8（3） 120 

3 7/19 11：00-15：00 防衛省共済組合本省支部（東京都） 11（4） 150 

4 9/6 11：00-15：00 会計検査院共済組合（東京都） 9（3） 167 

5 9/13 10：00-15：00 衆議院共済組合国会図書館支部（東京都） 9（3） 124 

6 9/20 10：30-15：30 総務省共済組合【統計局】（東京都） 8（2） 193 

7 11/1 10：30-15：00 外務省共済組合（東京都） 8（3）  280 

8 11/10 13：00-15：00 厚生労働省第二共済組合本部（東京都） 8（2）  50 

9 11/22 11：30-13：30 財務省共済組合本部（東京都） 8（2）  120 

10 11/29 10：30-15：00 刑務共済組合【東京拘置所】 （東京都）  9（3）  108 

11 2/29 10：30-15：00 九段合同庁舎【庁舎内関係省庁】  9（3）  208 

※ 括弧書きは「3(1)④」を主たる業務として実施した人数(内数)を示す。 

 

4 業務内容に関する契約金額及び請求方法 

（1）契約金額（上限） 

単年度（12か月）  4,950千円（税込）以内 

複数年総額  14,850千円（税込）以内 

なお、測定会会場借料については、本契約外にて連合会が負担する。 

また、サービス提供要員の東京都霞が関近辺における交通費については、本契約金額に含め

るものとし、地方開催の際にサービス提供要員の交通費及び宿泊費が発生する場合には、各測

定会開催の都度、本契約金額とは別に連合会旅費規程の範囲内において事後請求に基づく実費

精算払いとする。 

（2）支払方法 

委託費は、派遣実績に基づく各年度の最終測定会開催後の支払いとする。ただし、年度途中

に消費税に変更がある等の場合は、変更前実施分で一度精算することとし、消費税変更後の開

催分については、測定会最終開催後の支払いとする。 

 

5 その他 

（1）測定会開催日（事前調整、会場準備及び撤去時を含む。）において、測定会実施施設敷地内に

おける自社商品・自社サービス等の宣伝は一切行わないこと。 

（2）測定実施に必要となる情報以外の個人情報を取得するような行為は一切行わないこと。ま

た、取得した個人情報については、連合会担当者の了解を得ずに会場外に一切持ち出さないこ

と。 

以 上 


